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重 要 事 項 説 明 書 

（居宅介護支援） 

 

 

 あなたの申し出により居宅介護支援サービスの提供を開始するにあたり、厚生省令第３７号第８

条によって私達があなたに説明すべき事項を、次のとおり確認させていただきます。 

 

１ 事業者概要 

事 業 者 名 称 社会福祉法人 鈴鹿聖十字会 

法 人 所 在 地 三重県三重郡菰野町宿野１４３３‐７４ 

法  人  種  別 社会福祉法人 

代 表 者 氏 名 理事長  藤田 隆太 

電  話  番  号 ０５９-３９４‐２５１１ 

 

介護保険法令に基づき三重県知事から

指定を受けている事業所名称  

(指定番号) 

各事業所につき介護保険法令に基づき三重県知事

から指定を受けている居宅介護サービスの種類 

特別養護老人ホーム 鈴鹿聖十字の家

（２４７０３０００３５） 
居宅介護支援 

 

２ ご利用事業所 

名  称 居宅介護支援事業所 鈴鹿聖十字の家 

指  定  番  号 ２４７０３０００３５ 

所  在  地  三重県鈴鹿市木田町１９６１番地 

電  話  番  号 ０５９-３７４‐０３１８ 

通常の事業の実施地域 鈴鹿市・四日市市 

 

３ 事業の目的と運営の方針 

事 業 の目 的 

 この事業は、介護保険制度下での居宅介護支援事業であり介護および支

援の必要な利用者がそれぞれのおかれている環境等に応じて、利用者自

身の選択にもとづく保健・福祉サービスを効率的に提供することを目的とし

ます。 

運 営 の方 針 

 当施設にあっては、利用者に最も有利なサービスを提供することにより、

利用者がその生活において国民としての権利をいささかも制限されず、尊

厳をもって安心して生活していただけるよう配慮し、運営するものとします。 
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４ ご利用事業所の職員体制 

ご利用事業者の従業者の職種 員 数 勤務の体制 

介 護 支 援 専 門 員  1 人 常勤  1 名  

 

５ 営業時間 

営 業 日 毎週月曜日から金曜日まで 

営業時間 ８：３０～１７：００ 

   

６ 交通費 

通常の実施地域以外 １キロメートルにつき３０円 

 

７ キャンセル料 

キャンセル料はいただきませんが、連絡は早めに必ず入れてください。 

 

８ 事故発生時の対応 

事故発生時の対応 

・当法人は、サービスの提供により事故が発生した場合は、速や

かに市町村および関係各機関並びにあなたの家族または身元

引受人に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

・当法人は、サービスの提供によりあなたに賠償すべき事故が発

生した場合には、天災地異不可抗力による場合を除き、速やか

に誠意をもって損害賠償を行います。ただし、当該事故の発生

につき、あなたの側に重過失がある場合は、損害賠償の額を減

じることがあります。 

事故発生時の賠償に 

ついて 

・当法人は、万一の事故の発生に備えて、保険会社の損害責任保

険に加入しております。 

 

９ 苦情申立窓口 

鈴鹿聖十字の家苦情相談窓口 

ご利用時間   平日 ９：００～１６：００ 

           土日 ９：００～１６：００ 

電  話    ０５９－３７４－０３１８ 

Ｆ Ａ Ｘ    ０５９－３７４－００７７  

           担当者  松岡広樹 

鈴鹿・亀山地区広域連合窓口 

所在地  鈴鹿市神戸１丁目１８－１８ 

         鈴鹿市役所 西館３階 

電  話    ０５９－３６９－３２００ 

Ｆ Ａ Ｘ    ０５９－３６９－３２０２       
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三重県国民健康保険団体連合会 

所在地  津市桜橋２丁目９６番 

電  話    ０５９－２２８－９１５１ 

Ｆ Ａ Ｘ    ０５９－２２８－５３１９  

鈴鹿聖十字会第三者委員 
衣斐 朋子  

電  話   ０５９－３７３－２１２０ 

   

１０ 個人情報保護方針と利用目的 

居宅介護支援事業所 鈴鹿聖十字の家は利用してくださる方の個人情報を正確かつ安全に 

取り扱い保護するために、以下のとおり個人情報保護方針を定め、これを実行、維持することに努め

ます。 

 

1．当施設は個人情報保護に関する規定を定め、全職員が遵守することにより、個人情報の適切な管 

理に努めます。 

2．当施設は原則として、個人情報を施設の運営・サービス管理・介護サービス費請求・行政機関等か 

らの要請および必要な範囲においてのみ収集いたします。 

3．当施設は原則として、個人情報を外部の第三者には提供いたしません。ただし、ご本人のかかりつ 

け医や他の介護保険事業所等と当施設との間で、この使用目的の範囲内で診療情報等を共有す 

る場合があります。 

4．当施設は、利用者様からご本人の個人情報の開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、 

当施設の開示手順に従った対応をいたします。また、訂正や利用停止を求められた場合において 

も審査し、適切に対応いたします。 

5．当施設は、個人情報を安全かつ適正に取り扱うために個人情報保護の管理者を置き、規則の整 

備・教育啓発活動・監査等を行っております。 

6．当施設は、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等を防止するための措置 

を講じております。 

7．当施設は、個人情報に関して適用される法令その他の規則を遵守するとともに、上記各項におけ 

る取り組みおよび保護活動を継続的に見直し、改善してまいります。 

 

（利用目的） 

当施設では、利用者様の個人情報については下記の目的に利用し、その取り扱いは万全の体制で取

り組んでおります。 

 

1．施設内での利用 

 ①利用者様に提供する介護保険サービス 

 ②保険事務 

 ③入退居等の管理 

 ④会計・経理 
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 ⑤事故等の報告 

 ⑥当該利用者様への福祉サービスの向上 

 ⑦サービスの質の向上を目的とした施設内事例研究 

 ⑧その他、利用者様に係る管理運営業務（利用者様の呼び出し、面会者案内等） 

 

2．施設外への情報提供としての利用 

 ⓵他の医療福祉関係者、介護サービス事業者等との連携 

 ②他の医療福祉機関からの照会への回答 

 ③利用者様へのサービス提供等のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合。 

 ④検体検査業務等の業務委託 

 ⑤ご家族等への状況説明 

 ⑥保険事務の委託 

 ⑦審査支払い機関へのレセプトの提出 

 ⑧審査支払い機関または保険者からの照会への回答 

 ⑨損害賠償責任保険等に係る医療福祉に関する専門の団体保険会社等への相談または届出 

 ⑩その他、利用者様への医療保険事務に関する利用 

 

3．その他の利用 

 ①医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 ②サービスの質の向上を目的とした研究 

 ③事業所、施設で行われる学生への実習の協力、情報提供 

 ④外部監査機関への情報提供 

 ⑤個人情報保護の保全のための遠隔地への保管 

 

※ 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合にはその旨を

担当窓口までお申し出ください。お申し出がない場合は同意していただけたものとして取り扱わせてい

ただきます。 

※ これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。 

 

１１ 虐待防止について 

  当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必

要な措置を講じます。 

1）虐待防止に関する担当者を選定しています。担当者：相談員 

2）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を

図っています。 

3）虐待防止のための指針の整備をしています。 

4）職員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

5）職員が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、入居者等の権利擁護に取り組
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める環境の整備に努めます。 

6）サービス提供中に、職員又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと

思われる入居者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

１２ 身体拘束及び行動制限について 

当施設は、当該利用者様または他の利用者様等への生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、利用者様に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

やむを得ず前項の身体拘束を行う場合には、身体拘束の内容、目的、緊急やむを得ない理由、拘束

の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や手続きなど厚

生労働省が策定した「身体拘束ゼロへの手引き」を遵守し適正な取り扱いを行っていきます。 

 

１３ 衛生管理などについて 

当施設は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助

言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

当施設は施設内において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を

講じます。 

①施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね

３月に１回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底しています。 

②施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の予防及びまん

延防止のための訓練を定期的に実施します。 

 

１４ 業務継続計画の策定などについて 

当施設は感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

 当施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施します。 

 当施設は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１５ ハラスメント行為について 

 利用者、その親族又は関係者等が職員もしくは他の入居者等に対して、以下に記すような行為を行い、

それによって職員又は他の入居者の心身に危害が生じ、又は生じるおそれがある場合であって、そ

の危害の発生又は再発生を防止することが著しく困難である等により、利用者に対して介護サービス

を提供することが著しく困難になった場合、事業者からの契約解除を申し出る場合があります。 

①職員又は他の入居者等に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

③ 職員又は他の入居者等に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、

おとしめたりする行為） 
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③職員や他の入居者等に対するセクシャルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要

求など、性的ないやがらせ行為） 

 

 
 

１６ 前 6 ヶ月間に当該事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうち訪問介護等が占

める割合及び訪問介護等ごとの回数のうちに同一のサービス事業者に提供されたものが占める

割合 

 

１７ 介護サービス情報公表システム（厚生労働省） 

全国約２１万か所の「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧できます。 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/  こちらより検索・閲覧が可能です。 

 

１８ 担当ケアマネジャー     

なお、あなたに対する居宅介護支援業務を担当する、居宅介護支援専門員は 

     内田 直美 です。 

 

１９ その他 

     ※あなたが医療系サービスを希望される場合、ケアマネジャーはあなたの同意を得て主治の

医師等の意見を求めます。 

前期　・　後期 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 合　計 割合（％）

19 18 19 19 20 20 115

4 4 5 4 4 4 25

2 2 2 2 2 2 12 48.0

1 1 1 1 1 1 6 24.0

1 1 1 1 1 1 6 24.0

0 0 1 0 0 0 1 4.0

10 10 11 11 12 12 66 割合（％）

3 3 3 3 3 3 18 27.3

1 1 1 1 2 2 8 12.1

1 1 1 1 1 1 6 9.1

1 1 1 1 1 1 6 9.1

1 1 1 1 1 1 6 9.1

1 1 1 1 1 1 6 9.1

0 0 1 1 1 1 4 6.1

2 2 2 2 2 2 12 18.2

11 10 10 10 11 10 62 割合（％）

3 3 3 3 3 3 18 29.0

2 2 2 2 3 3 14 22.6

2 2 2 2 2 1 11 17.7

2 1 1 1 1 1 7 11.3

1 1 1 1 1 1 6 9.7
1 1 1 1 1 1 6 9.7

通
　
所
　
介
　
護 「大家族」

鈴鹿グリーンホーム

フレンドクラブ

くすのき園

LETｓ倶楽部　通

所

地

域

事
　
業
　
所

ゴールドエイジ

ヤマシタ

愛安住 

福祉用具貸与 サービス計画数

Resoraレントケアサポート

日本ケアシステム

ライフ・テクノサービス

事
　
業
　
所

通 所 介 護 ・ 地 域 通 所 介 護 サ ー ビ ス 計 画 数

鈴鹿聖十字の家

ゴールドエイジ鈴鹿

愛 すみよし苑

事
　
業
　
所

なごみ

鈴鹿けやき苑

ゴールドエイジ三日市

令和６年度

居宅介護サービス計画の総数

訪問介護 サービス計画数

アクア大治田

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
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     ※あなたが病院または診療所に入院される場合、あなたもしくはその家族は、あなたを担当

するケアマネジャーの氏名および連絡先を、当該病院または診療所に伝えるものとします。 

 

     ※利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所につ

いて、 

        ・複数の事業所の紹介を求めることが可能です。 

        ・当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。 

 

     ※緊急時は土日及び時間外でもご連絡下さい。 
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鈴鹿聖十字会は、あなたに対する居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、あなたに対して 

本書面に基づいて、上記重要事項を説明いたしました。 

 

令和    年    月    日 

 

三重県鈴鹿市木田町１９６１番地 

社会福祉法人 鈴鹿聖十字会  居宅介護支援事業所 鈴鹿聖十字の家                 

 

                                  説明者   内田 直美        印 

 

（ご利用者） 

私は、本書面に基づいてあなたから上記重要説明事項の説明を受けました。 

私は、居宅介護支援サービスの提供開始に同意します。 

 

                        住所                             

 

                        氏名                                         印 

 

 

  （署名代行者） 

  私は下記の理由により、利用者本人の契約意思を確認し、利用者に代わり上記署名を行いま

した。 

 

 

                  住所                             

 

                  氏名                                印 

 

                  利用者本人との関係                   

             

 

署名代行の理由                                  

 

 


